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人間ドックなどの受検費用を助成します
人間ドック・脳ドックは、詳しい検査を多項目にわたり行い、病気の早期発見に効果的です。国民健康保険および後期高齢者
医療では、受検費用の補助を行っています。
対象者

・国民健康保険に加入している満30歳以上の方で、申請時に国民健康保険税の未納がない方
・後期高齢者医療に加入している方で、申請時に後期高齢者医療保険料の未納がない方
令和3年度に75歳を迎えられる方へ
後期高齢者医療の健康診査、国民健康保険の特定健診および、国民健康保険の人間ドック・脳ドックの補助を受けた方は、令
和3年度中の後期高齢者医療人間ドックなどの補助の対象となりません。
補助回数　人間ドック・脳ドックのいずれかを年度内に1回
検査結果の提出
受検費用の補助を受ける場合は検査結果の提出が必要です(指定医療機関で受検する場合は、申込時に同意が必要)。
問　保険年金課国民健康保険担当、高齢者医療担当

高齢者肺炎球菌の予防接種を受けましょう
対象者　過去に高齢者肺炎球菌の予防接種をしたことがなく、令和3年度中に65、70、75、80、85、90、95、100歳になる
方(4月下旬に個別に案内通知を発送します)
※　60歳以上65歳未満で心臓、腎臓、呼吸器の機能または、ヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機能障害のある方(身体障害
者手帳1級相当)も対象です
接種場所　
① 本市、坂戸市内の実施医療機関
② ①以外の県内の指定医療機関
※　案内通知に接種医療機関一覧表を同封します
個人負担金　3000円
※　ただし、次の①～③のいずれかに該当する場合は個人負担金が免除となります
①生活保護世帯の方
②中国残留邦人等支援給付制度適用者の方
③市民税非課税世帯(同じ世帯全員が非課税)の方
※　③の方は、個人負担金免除申請書を提出し、高齢者等予防接種個人負担金免除決定通知書の交付を受ける必要があります
ので、事前に保健センターまでご連絡ください
65歳以上の定期接種対象外の方へ
市では、65歳以上の定期接種対象外の方に、任意接種の費用助成を行っています。この助成は、1度限りです。過去に定期接
種を受けた方および任意接種で助成を受けた方は除きます。詳しくはお問い合わせください。
問　保健センター☎271・2745

指定医療機関 指定外医療機関

区分 人間ドック 人間ドック・脳ドック

検査料 3万8500円(税込) 医療機関によって異なります

補助金 2万円 消費税を除く検査料の1/2の額
限度額2万円

自己負担額 1万8500円(税込) 医療機関、検査内容によって異なります

検査結果 指定医療機関から市に直接提出 申請時に提出

申請方法 受検前に申請
※　電話申込可 受検後に申請

持ち物 保険証

保険証
印鑑
振込先の口座情報が確認できるもの
領収書(原本)
検査結果

その他 市からの質問票を記入（電話申込の場合は聞き取り）
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フレイルチェック測定会

新型コロナウイルス感染症の影響で、家で過ごす時間
が増えたことにより、「上手に話ができなくなった」、「歩
く速度が遅くなった」、「物忘れが多くなった」など感
じることはありませんか。もしかしたら、心身の活力
が低下した「フレイル(虚弱)」の状態にあるかもしれ
ません。
測定会では、簡単な質問紙などを使って自分のフレイ
ル度を知り、予防改善方法について学びます。早めの
気づきで元気な体を取り戻しましょう。
対　市内在住の65歳以上の方

定　10人(申込順)　　料　無料　　持　筆記具
他　2日間とも内容は同じです。どちらか選んで参加し
てください。
申 問　4月2日(金)から健康長寿課健康増進担当へ

新生児聴覚検査費用の一部を助成します

4月より、新生児の聴覚に関する異常の早期発見・早期
支援を目的とし、新生児聴覚検査費用の一部助成を開
始します。
対象
4月1日以降に受けた新生児聴覚検査(自動ABR・OAE方
式)。原則、新生児が生後1か月までに受けた初回の検査。
助成額　
新生児聴覚検査に要した費用のうち3000円を限度額と
して助成します。
利用方法　
妊娠届出時に母子健康手帳とあわせて「新生児聴覚検
査助成券」を交付します。検査実施時に実施医療機関
に助成券を提出してください。
※　すでに3月31日までに妊娠届出をし、母子健康手帳
の交付を受けた方で、出産予定日が4月1日以降の方に
は助成券を郵送します。対象となる方で助成券が届か
ない場合は、保健センターへご連絡ください
問　保健センター☎271・2745

日程 時間 会場

4月15日(木)
10時～12時

西市民センター

5月11日(火) 東市民センター

はつらつ元気体操クラブ

対　市内在住で65歳以上の方(原則、要介護・要支援認定者および介護予防・日常生活支援総合事業対象者を除く)で
医師から運動制限を受けていない方

内　ストレッチ、有酸素運動、リズム体操
など気軽に楽しく実践できる体操の紹介
料　100円(初回のみ)　　
他　時間を指定しての申し込み不可。応募
者多数の場合は抽選ですが、前回参加して
いない方を優先します。
抽選結果は全ての方に4月下旬以降に郵送
します。
申 問　4月12日(月)までに健康長寿課地
域包括ケア推進担当へ

　加齢に伴い血管が老化していくと動脈硬化が起こりやすくなります。さらに、塩分や糖分のとり過ぎや野
菜不足、夕食が遅いなどの食生活は、高血圧や糖尿病、脂質異常症といった生活習慣病を招き、動脈硬化
を進行させます。
　血管を若返らせて動脈硬化を予防するための食生活の基本は、主食・主菜・副菜をそろえて必要な栄養
素をまんべんなくとることです。主食は、未精製の穀物（胚
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芽米、雑
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穀米、全
ぜんりゅうふん

粒粉パンなど）をとり入れ、主
菜は、脂身の少ない肉、魚、大豆製品を増やす、副菜は、緑黄色野菜を含む野菜類、きのこ、海藻類をとる。また、一日の中で
果物や乳製品をとり入れることで、たんぱく質、食物繊維、多

た か ふ ほ う わ し ぼ う さ ん

価不飽和脂肪酸（DHA・EPA）やビタミンC、カリウム、マグネシ
ウム、カルシウムなどの栄養素が豊富となり、動脈硬化を予防する食事になります。さらに、加工食品や調味料に多い食塩やア
ルコールのとり過ぎに注意する、早食いを減らし、野菜から食べることなど毎日の食生活の心がけも血管の老化を防ぐことに繋
がります。血管は年齢を重ねても、若返らせることができます。これまでの食生活を見直して、いつまでもしなやかな血管を保ち、
健康長寿を目指しましょう。　　　　　　　　　  　　               女子栄養大学栄養クリニック 管理栄養士　春
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血管若返り食生活 健  康
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場所 実施日(5月～9月)
※　祝日を除く 開始日 時間 定員

大橋市民センター 第1・3月曜日 5月17日 13時20分～14時10分
14時40分～15時30分 各15人

南市民センター 第2・4月曜日 5月10日
東市民センター 第1・3火曜日 6月  1日

10時～10時50分
11時20分～12時10分

各10人
北市民センター 第2・4火曜日 5月11日

各15人
市役所 第1・3木曜日 5月  6日

富士見市民センター 第2・4木曜日 5月13日
西市民センター 第1・3金曜日 5月  7日

老人福祉センター
「逆木荘」 第2・4金曜日 5月14日 13時20分～14時10分

14時40分～15時30分 各10人
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〒350−2292　
鶴ヶ島市大字三ツ木16−1
☎　271・1111／5　271・1190
平　日　8時30分～17時15分
土曜日　8時30分～12時

鶴ヶ島市役所

人口と世帯数(3月1日現在)
人　口　6万9928人　(前月比4)
世帯数　3万2012世帯(54)
　男　　3万4643人　(1)
　女　　3万5285人　(3)

4月の相談

素早い連絡が素早い対応につ
ながります。小さなことでも、
ご連絡をお願いします。

【鶴ヶ島いじめ専用ダイヤル】
月～金曜日9時～16時30分
☎　279•5144

【鶴ヶ島いじめ相談メール】
　ijimesoudan@city.

 tsurugashima.lg.jp

【24時間子供SOSダイヤル】
☎　0120•0•78310

子どものいじめ
気づいたら　　相談今すぐ

子どものサインを見逃さない！

坂戸鶴ヶ島医師会立休日急患診療所
坂戸市大字石井2327-5
☎289・1199
診療日時　日曜日、祝日、年末年
始(12月29日～1月3日)／9時～12
時、14時～17時、18時～21時
※　受付は診療時間の30分前で終了
※　事前予約は当日6時から診療時
間の45分前までに☎
050・5840・1156また
はインターネットから 急な病気や家庭での対処法、受診

に迷うときは次の番号へお問い合
わせください。ただし、診断や治療
を行うものではありません。
☎♯7119
☎048・824・4199（ダイヤル回線・
IP電話・PHSの場合）
相談時間　24時間365日対応

関越病院
脚折145-1　☎285・3161
坂戸中央病院
坂戸市南町30-8　☎283・0019
埼玉医科大学病院（小児救急医療も対応）
毛呂山町毛呂本郷38
☎276・1465

救急指定病院（全日24時間対応）休日急患診療（内科・小児科）

坂戸眼科医院　
坂戸市関間1-1-15　☎283・4303
診療日時　4月11日(日)9時～17時
※　休憩時間は要確認

4月の眼科在宅当番医

◆弁護士による法律相談(要予約)
※　個人間の金銭トラブル、家族
(相続)などに関する法的相談
6日(火)(受 付 中)、16日(金)(2日
から受付)、27日(火)(13日から受
付)13時～16時／市役所1階・5階
▷地域活動推進課
◆司法書士による法律相談(要予約)
8日(木)(受 付 中)、5月13日(木)
(28日から受付)9時～12時／市役
所5階▷地域活動推進課
◆行政書士による法律相談(予約優先)
8日(木)(受 付 中)、22日(木)(8日
から受付)、5月13日(木)（28日か
ら受付）13時～16時／市役所5階
▷地域活動推進課
◆行政相談
16日(金)13時～16時／市役所1階
▷地域活動推進課
◆不動産相談(予約優先)　
6日(火)(受付中)、27日(火)(13日
から受付)13時～16時／市役所5
階▷地域活動推進課
◆人権相談
16日(金)13時～16時／市役所3階
▷総務人権推進課
◆税務相談（要予約）
6日(火)(受付中)、5月11日（火）（20
日から受付）13時～16時／電話相
談▷税務課

ぽかぽか陽気の下、運動公園で元
気に遊ぶお子さんとそれを優しく
見守るママ。その姿に癒され、撮
影させていただきました。ママか
らは「広報を毎月楽しみに見てい
ます」とうれしい言葉。３人の明
るい笑顔に、こちらも元気をもら
いました。ありがとうございます。

今月の表紙

大人・小児の救急電話相談
（育児相談は除く）

予約はこちら

埼玉県HP

埼玉県AI 救急相談

利用者がチャット形式で相談した内容をもとに、可能性のある症状
を提示し、緊急度の判定を行います。埼玉県AI救急相談で検索！

◆女性のための法律相談(要予約)
14日(水)(受付中)10時～13時
※　5月の受付は15日から／電話
相談▷女性センター☎287・4755
◆女性相談・ＤＶ相談(要予約)
月・水・金曜日10時～16時▷直通
ダイヤル☎298・7716
◆教育相談
月～金曜日9時～16時30分(電話相
談可)▷教育センター☎286・8993
◆消費生活相談
月～金曜日9時30分～12時・13時～15
時、土曜日9時30分～12時(電話相談
のみ)▷市役所2階消費生活センター
◆消費生活弁護士相談(要予約)
※　商品やサービス、債務整理な
どの消費生活に関する法的相談
23日(金)13時 ～17時(5日から受
付)▷市役所2階消費生活センター 
◆就職相談（鶴ヶ島市ふるさとハ
ローワーク)
月～金曜日10時～17時／市役所2
階▷鶴ヶ島市ふるさとハローワー
ク☎272・4001
◆内職相談
火・木 曜日10時 ～12時、13時 ～
16時▷市役所2階内職相談室
◆こころの健康相談(要予約)
20日(火)9時30分～／市役所1階
▷障害者福祉課


